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告 示  

 

横 浜 市 告 示 第  503 号  

   泉 区 に お け る 町 区 域 の 設 定 及 び こ れ に 係 る 字 区 域 の 廃 止  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 別 図 の と お り 泉 区 に お い て 町 区 域 を 設 定 し 、 及 び こ れ に 係 る 字

区 域 を 廃 止 す る 。  

 そ の 町 界 を 定 め る に 当 た っ て は 、 道 路 、 水 路 、 鉄 道 等 の う ち お お

む ね 東 西 に 通 ず る も の に つ い て は 原 則 と し て 南 側 の 側 線 を 、 南 北 に

通 ず る も の に つ い て は 原 則 と し て 東 側 の 側 線 を も っ て 境 界 と す る 。  

 な お 、 こ の 町 区 域 の 設 定 及 び 字 区 域 の 廃 止 の 効 力 は 、 平 成 28 年 10

月 17 日 か ら 生 ず る も の と す る 。  

   平 成 28 年 ８ 月 15 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  
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横 浜 市 告 示 第  504 号  

   泉 区 に お け る 住 居 表 示 の 実 施  

 住 居 表 示 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 37 年 法 律 第  119 号 ） 第 ３ 条 第 ３ 項 の

規 定 に 基 づ き 、 住 居 表 示 を 実 施 す る 区 域 等 を 次 の と お り 定 め た 。  

   平 成 28 年 ８ 月 15 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子   

１  住 居 表 示 を 実 施 す る 区 域  

  泉 区 和 泉 中 央 北 一 丁 目 、 和 泉 中 央 北 二 丁 目 、 和 泉 中 央 北 三 丁 目

（ 別 図 １ の と お り ）  

２  実 施 期 日  

  平 成 28 年 10 月 17 日  

３  住 居 表 示 の 方 法  

  街 区 方 式  

４  街 区 符 号 及 び 住 居 番 号  

  別 図 ２ の と お り （ 省 略 ）  
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